
は
じ
め
に

安
倍
自
民
党
総
裁
は
、
一
一
月
一
七
日
、
熊
本
市
の
講
演
で
「
建
設
国
債
を
日
銀
に
全
部
買
っ
て
も
ら
う
。
新
し
い
マ
ネ
ー
が
強

制
的
に
市
場
に
出
て
い
く
」
と
述
べ
、
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
に
言
及
し
た
（
１
）。

ま
た
、「
政
権
を
取
っ
た
ら
日
銀
と
政
策
協
調
し
、

二
％
、
三
％
の
イ
ン
フ
レ
目
標
を
設
定
す
る
（
一
五
日
都
内
で
）、
輪
転
機
を
ぐ
る
ぐ
る
回
し
、
無
制
限
に
お
札
を
刷
る
（
一
七
日

山
口
市
で
）、
日
銀
総
裁
は
イ
ン
フ
レ
目
標
に
賛
成
し
て
く
れ
る
人
を
選
ぶ
（
一
七
日
熊
本
市
で
）、
日
銀
に
は
雇
用
に
対
し
て
責
任

を
負
わ
せ
る
」
と
述
べ
た
（
２
）。

安
倍
総
裁
の
国
債
日
銀
引
受
発
行
の
言
及
、
大
胆
な
金
融
緩
和
政
策
、
更
に
は
日
銀
法
改
正
の
言
及
は
衆
院
選
挙
を
目
前
に
控
え
、

選
挙
公
約
の
大
き
な
焦
点
と
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
銀
行
は
直
ち
に
反
論
し
、
一
一
月
二
〇
日
の
記
者
会
見
、
一
一

月
二
六
日
の
名
古
屋
で
の
講
演
で
、
日
銀
総
裁
は
「
日
銀
の
独
立
性
尊
重
」
を
強
調
し
た
（
３
）。

ま
た
、
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
に
つ
い

て
は
、
民
主
党
を
は
じ
め
公
明
党
も
一
斉
に
反
発
し
た
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
国
債
日
銀
引
受
発
行
の
議
論
は
、
古
く
て
新
し
い
議
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
過
去
三
〇
年
余
り
の
間

に
、
四
回
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
国
債
発
行
が
困
難
に
な
る
と
、
ま
た
、
財
政
資
金
が
不
足
す
る
と
、
何
時
も
こ
の
議
論
が
持
ち

出
さ
れ
て
く
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
如
何
な
る
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
か
、
議
論
の
結
末
は
ど
う
な
っ
た
か
、
な
ぜ
同
じ
議
論
が
繰
り
返
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繰
り
返
さ
れ
る
国
債
日
銀
引
受
発
行
の
議
論

中
島
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さ
れ
る
の
か
、
今
回
は
異
な
る
の
か
、
以
上
の
論
点
を
検
討
し
て
み
た
い
。

１
　
「
国
債
消
化
難
で
窮
余
の
一
策
　
日
銀
が
直
接
引
き
受
け
」

―
毎
日
新
聞
　
昭
和
五
六
年
九
月
六
日
　
ト
ッ
プ
記
事
―

（
１
）
シ
団
金
融
機
関
の
国
債
引
受
拒
否

昭
和
五
六
年
九
月
六
日
、
毎
日
新
聞
の
ト
ッ
プ
記
事
で
金
融
界
に
激
震
が
走
っ
た
。「
国
債
消
化
難
で
窮
余
の
一
策
、
日
銀
が
直

接
引
き
受
け
、
大
蔵
省
検
討
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
お
ど
り
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

「
市
況
の
暴
落
で
国
債
消
化
難
に
頭
を
痛
め
る
大
蔵
省
は
〝
窮
余
の
一
策
〞
と
し
て
、
日
本
銀
行
直
接
引
き
受
け
に
よ
る
国
債
発

行
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
た
。
こ
れ
は
中
長
期
的
な
国
債
発
行
対
策
と
し
て
五
日
、
同
省
が
明
ら
か
に
し
た
も
の
。
日
銀
直
接
引
き

受
け
に
よ
る
国
債
発
行
は
戦
前
実
施
さ
れ
た
が
、
発
行
の
歯
止
め
を
失
い
〝
財
政
恐
慌
〞
に
陥
っ
た
苦
い
経
験
が
あ
る
だ
け
に
日
銀

な
ど
か
ら
強
い
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
が
、
大
蔵
省
は
「
戦
前
と
は
事
情
が
違
う
し
、
発
行
の
歯
止
め
を
き
ち
ん
と
か
け
る
」
と
し
て
、

あ
く
ま
で
国
債
発
行
方
式
の
一
環
と
し
て
導
入
を
図
り
た
い
意
向
。
…
五
七
年
度
国
債
発
行
の
一
部
を
日
銀
引
き
受
け
方
式
に
し
た

い
考
え
で
あ
る
」
（
４
）。

昭
和
五
〇
年
度
か
ら
国
債
大
量
発
行
の
時
代
を
迎
え
る
が
、
こ
の
時
点
ま
で
、
日
銀
引
受
発
行
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
か

っ
た
。
こ
の
時
点
で
議
論
が
出
て
き
た
の
は
、
シ
団
引
受
に
よ
る
国
債
発
行
が
困
難
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
昭
和
五
六
年
六
月
か
ら
八

月
ま
で
、
政
府
は
シ
団
引
受
で
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
。
シ
団
金
融
機
関
が
国
債
の
引
受
を
拒
否
し
た
か
ら
で

あ
る
。

金
融
機
関
が
国
債
引
受
を
拒
否
し
た
の
は
、
国
債
応
募
者
利
回
り
が
市
場
実
勢
を
無
視
し
て
低
利
で
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
引
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受
額
が
巨
額
で
預
金
純
増
額
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
に
尽
き
る
。
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
シ
団
引
受
発

行
は
金
融
機
関
に
対
す
る
国
債
強
制
割
当
発
行
で
あ
り
、
国
債
金
利
を
政
府
の
意
の
ま
ま
市
場
実
勢
を
無
視
し
て
低
利
で
発
行
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
シ
団
引
受
発
行
は
政
府
に
と
っ
て
極
め
て
都
合
の
良
い
発
行
形
式
で
、
低
利
発
行
に
よ
っ
て
財
政
負
担
を
軽

減
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
全
額
を
市
中
消
化
で
き
る
。
こ
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た
め
、
政
府
は
シ
団
引
受
に
よ
っ
て
国

債
を
発
行
し
て
き
た
。

国
債
が
市
場
実
勢
を
無
視
し
て
低
利
で
発
行
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
国
債
応
募
者
利
回
り
と
流
通
利
回
り
の
乖
離
が
常
態
化
し
て
い

た
。
低
利
で
発
行
さ
れ
る
国
債
の
市
場
価
格
は
額
面
価
格
を
割
る
。
特
に
、
昭
和
五
四
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
〝
ロ
ク
イ
チ
国
債
〞

が
大
暴
落
し
、
金
融
機
関
は
巨
額
の
国
債
評
価
損
を
計
上
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
て
、
全
銀
協
の
会
長
は
記
者
会
見
で
「
か
か
る
低
利
の
国
債
を
引
受
け
る
こ
と
は
預
金
者
に
対
す
る
背

徳
行
為
で
あ
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

従
来
の
国
債
発
行
方
式
は
限
界
に
直
面
し
た
。
国
債
を
市
場
実
勢
に
基
づ
い
て
発
行
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
人
為
的
な
市
場
で
発

行
を
継
続
す
る
か
、
こ
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
国
債
日
銀
引
受
発
行
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
現
実
を
背
景
に
し
て
い
た
（
５
）。

（
２
）
日
本
版
ア
コ
ー
ド
の
成
立

昭
和
五
六
年
六
月
か
ら
八
月
ま
で
休
債
と
な
っ
た
が
、
休
債
は
そ
の
後
、
常
態
化
し
て
い
っ
た
。
国
債
の
応
募
者
利
回
り
と
流
通

利
回
り
の
乖
離
幅
が
少
し
で
も
拡
大
す
る
と
、
シ
団
金
融
機
関
は
国
債
の
引
受
を
拒
否
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

休
債
が
常
態
化
す
る
過
程
で
、
政
府
は
次
第
に
市
場
実
勢
を
尊
重
し
て
国
債
発
行
条
件
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
国
債
を
継
続

的
に
発
行
す
る
た
め
に
は
、
し
ぶ
し
ぶ
、
シ
団
金
融
機
関
の
要
求
を
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
乖
離
幅
は
次
第
に
縮
小
し
、
昭
和
五
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〇
年
代
末
に
な
る
と
、
国
債
発
行
条
件
は
市
場
実
勢
を
尊
重
し
て
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ど
の
時
点
で
国
債
発
行
条
件
の
自
由
化
が
完
了
し
た
か
、
明
確
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
五
一
年
の
ア
コ
ー
ド
の
成
立
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
七
一
年
の
新
金
融
調
節
方
式
と
オ
ー
プ
ン
・
バ
ッ
ク
・
ド
ア
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
国
債
金
利
の
自
由
化
は
完
了

す
る
。
国
債
発
行
条
件
を
巡
る
対
立
は
政
府
と
中
央
銀
行
で
あ
っ
た
か
ら
、
ア
コ
ー
ド
の
成
立
時
点
は
明
白
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
、

政
府
と
中
央
銀
行
の
対
立
で
は
な
く
、
政
府
と
金
融
機
関
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
英
米
と
は
異
な
る
方
式
で
国
債
金
利
の

自
由
化
が
徐
々
に
進
ん
で
い
っ
た
。
日
本
版
ア
コ
ー
ド
の
特
徴
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

国
債
金
利
の
自
由
化
と
財
政
負
担
軽
減
要
求
に
つ
い
て
、
昭
和
五
八
年
に
公
開
さ
れ
た
大
蔵
省
理
財
局
「
国
債
問
題
研
究
会
」
秘

密
議
事
録
で
、
大
蔵
省
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
座
長
が
指
摘
さ
れ
た
「
財
政
負
担
論
」
に
つ
い
て
は
、
私
は
も
は
や
諦
め
の
心
境
で
あ
る
。
主
計
局
で
も
、
理
財
局
が
「
上
げ

ざ
る
を
得
な
い
」
と
言
え
ば
「（
そ
の
結
果
、
財
政
負
担
が
増
え
て
も
）
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
最
近
で
は
金
融
機
関
の
垣
根
間
の
利
害
関
係
と
か
、
金
融
政
策
等
と
の
関
係
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
む
し
ろ
気
を
配
る
こ
と
の

方
が
多
い
（
６
）」。

国
債
が
市
場
実
勢
を
尊
重
し
て
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
シ
団
引
受
の
国
債
発
行
額
は
次
第
に
減
額
さ
れ
て
い
っ
た
。

国
債
発
行
額
が
圧
縮
さ
れ
、
平
成
二
年
の
当
初
予
算
で
は
、
赤
字
国
債
発
行
が
ゼ
ロ
と
な
り
、
つ
い
に
赤
字
国
債
依
存
体
制
か
ら
脱

却
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

国
債
日
銀
引
受
発
行
の
議
論
は
、
毎
日
新
聞
の
ト
ッ
プ
記
事
以
外
、
表
立
っ
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
無
く
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
ま
ず
、
昭
和
五
六
年
の
議
論
は
全
額
日
銀
発
行
で
は
な
く
発
行
形
式
の
多
様
化
の
一
環
と
し
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
、
次
に
、

国
債
発
行
条
件
の
自
由
化
に
よ
っ
て
従
来
の
国
債
管
理
と
金
融
政
策
が
一
大
転
換
を
と
げ
、
金
融
自
由
化
が
進
展
す
る
よ
う
に
な
っ

（4）



た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
日
銀
引
受
の
議
論
が
消
滅
し
て
い
っ
た
、
と
推
測
で
き
る
。

２
　
「
戦
時
財
政
を
知
っ
て
い
る
者
と
し
て
、
短
期
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
は
絶
対
や
ら
せ
ま
せ
ん
」

―
昭
和
五
九
年
二
月
　
財
政
制
度
審
議
会
会
長
の
記
者
会
見
―

（
１
）
短
期
国
債
の
発
行
を
巡
る
議
論
の
対
立

昭
和
五
〇
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
国
債
大
量
発
行
は
、
昭
和
六
〇
年
度
か
ら
国
債
大
量
償
還
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
六

〇
年
償
還
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
国
債
償
還
が
行
わ
れ
る
が
、
借
換
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
は
短
期
国
債
の
発
行
が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
、
短
期
国
債
の
発
行
方
法
を
巡
っ
て
、
日
銀
引
受
か
、
公
募
発
行
か
、
議
論
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。
大
蔵
省
は
短
期

国
債
の
日
銀
引
受
発
行
を
強
く
主
張
し
た
。
当
時
、
政
府
短
期
証
券
は
、
事
実
上
、
日
銀
引
受
で
発
行
さ
れ
て
い
た
。
形
式
上
は
定

率
公
募
発
行
で
あ
っ
た
が
、
定
率
は
公
定
歩
合
以
下
の
水
準
で
発
行
さ
れ
て
い
た
か
ら
市
中
消
化
は
進
ま
ず
、
残
額
を
全
て
日
銀
が

引
受
け
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
新
た
に
短
期
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
大
蔵
省
は
日
銀
引
受
発
行
を
主
張
し
た
の
で
あ

る
。銀

行
も
大
蔵
省
と
同
じ
く
、
公
募
発
行
に
反
対
し
た
。
公
募
発
行
と
な
れ
ば
、
銀
行
の
定
期
預
金
と
競
合
し
、
預
金
金
利
の
自
由

化
に
波
及
す
る
か
ら
で
あ
る
。
資
金
不
足
の
時
代
に
は
、
対
顧
客
預
金
金
利
の
低
利
固
定
化
は
、
銀
行
の
超
過
利
潤
を
獲
得
す
る
重

要
な
装
置
で
あ
る
。
国
債
金
利
は
自
由
化
し
て
も
、
預
金
金
利
の
自
由
化
は
何
と
か
阻
止
し
た
い
、
こ
れ
が
銀
行
の
要
求
で
あ
っ

た
。他

方
、
日
本
銀
行
は
、
短
期
国
債
の
公
募
発
行
を
強
く
求
め
た
。
金
利
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
機
能
す
る
短
期
国
債
市
場
を
育
成
し
、
こ

の
市
場
を
通
じ
て
短
期
資
金
の
調
節
を
行
う
、
こ
れ
は
長
年
に
わ
た
る
日
銀
の
悲
願
で
も
あ
っ
た
。
前
川
日
銀
総
裁
は
、
昭
和
五
九

（5）



年
一
二
月
一
八
日
、
衆
院
予
算
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
出
席
し
、
昭
和
六
〇
年
度
か
ら
始
ま
る
国
債
の
借
換
発
行
に
関
連
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
は
財
政
法
で
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
償
還
期
限
が
一
年
未
満
の
借
換
債
が
発
行
さ
れ
た
場
合
で
も
、
引
き

受
け
る
考
え
は
な
い
」
と
明
言
し
た
（
７
）。

（
２
）
短
期
国
債
の
公
募
発
行
が
実
現
し
た
の
は
何
故
か

短
期
国
債
は
、
昭
和
六
一
年
二
月
か
ら
公
募
で
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
銀
引
受
で
は
な
く
公
募
発
行
が
実
現
し
た
の
は
、

二
つ
の
理
由
に
よ
る
。

ま
ず
、
財
政
制
度
審
議
会
の
中
間
報
告
で
あ
る
。
中
間
報
告
書
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
、
六
〇
年
以
降
の
国
債
の
大

量
償
還
、
借
換
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
は
、
償
還
期
間
が
一
年
未
満
の
短
期
国
債
の
発
行
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
翌
年
度
の
国
債
の

償
還
に
充
て
る
た
め
、
借
換
債
を
年
度
を
ま
た
い
で
前
倒
し
発
行
が
必
要
だ
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
財
政
制
度
審
議
会
の
桜
田
会
長

は
記
者
会
見
で
「
戦
時
財
政
を
知
っ
て
い
る
者
と
し
て
、
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
は
絶
対
に
や
ら
せ
ま
せ
ん
」
と
言
明
し
た
（
８
）。

こ
の

考
え
方
が
中
間
報
告
書
の
理
念
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
短
期
国
債
市
場
を
育
成
せ
よ
、
と
い
う
日
米
円
ド
ル
会
議
の
圧
力
で
あ
る
。
昭
和
五
九
年
五
月
、
日
米
円

ド
ル
委
員
会
報
告
書
が
出
さ
れ
、
短
期
国
債
市
場
が
検
討
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
昭
和
六
〇
年
七
月
、「
金

融
資
本
市
場
に
係
る
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
骨
格
」
で
「
短
期
金
融
市
場
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
整
備
を
推
進
す
る
」
と
し
て

短
期
国
債
市
場
の
整
備
を
約
束
し
た
。

二
つ
の
圧
力
を
受
け
、
短
期
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
山
口
大
蔵
次
官
は
昭
和
五
九
年
一
一
月
一
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六
日
の
記
者
会
見
で
、「
借
換
え
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
短
期
国
債
を
発
行
す
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
を

禁
じ
た
財
政
法
の
原
則
を
守
る
必
要
が
あ
り
、
日
銀
信
用
を
新
た
に
拡
大
す
る
考
え
は
な
い
」
と
言
明
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
（
９
）。

短
期
国
債
の
公
募
発
行
は
、
そ
の
後
、
預
金
金
利
の
自
由
化
、
政
府
短
期
証
券
の
市
中
公
募
入
札
発
行
へ
と
連
動
し
て
い
く
。
戦

時
財
政
の
経
験
、
財
政
法
の
規
定
、
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
自
由
化
要
求
が
契
機
と
な
っ
て
短
期
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
は
阻
止
さ

れ
た
と
言
え
よ
う
。

３
　
「
復
興
財
源
は
国
債
日
銀
引
受
発
行
で
調
達
せ
よ
」

―
平
成
二
三
年
六
月
　
超
党
派
の
国
会
議
員
に
よ
る
声
明
文
―

（
１
）
日
銀
引
受
に
よ
る
復
興
債
発
行
の
提
案

平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
、
三
陸
沖
を
震
源
地
と
す
る
国
内
観
測
史
上
最
大
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
の
大
地
震
が
発
生
し
た
。
こ

の
規
模
は
、
過
去
一
一
〇
年
間
に
地
球
上
で
発
生
し
た
地
震
の
四
番
目
の
大
き
さ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
大
規
模
な
津
波
が

発
生
し
、
最
高
潮
位
九
・
三
メ
ー
ト
ル
、
津
波
の
遡
上
高
は
国
内
観
測
史
上
最
大
の
四
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
。
加
え
て
、
福

島
の
原
発
事
故
で
あ
る
。
津
波
と
同
時
に
発
生
し
た
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
級
の
原
発
事
故
は
、
今
な
お
終
息
の
見
通
し
も
立
っ
て
い
な

い
。
今
回
の
大
災
害
は
大
地
震
、
大
津
波
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
級
の
原
発
事
故
と
三
重
の
災
害
で
あ
り
、
複
合
災
害
の
様
相
を
呈
し

て
い
る
（
10
）。

大
災
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
被
害
額
は
、
内
閣
府
の
推
定
に
よ
る
と
約
一
六
兆
九
〇
〇
〇
億
円
に
達
す
る
（
11
）。

復
旧
・
復
興
費
の
総
額

は
、
七
月
二
四
日
の
政
府
案
に
よ
る
と
二
三
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
復
旧
・
復
興
費
の
財
源
を
如
何
に
し
て
調
達
す
る
か
、
大
き
な

問
題
と
な
っ
て
き
た
。
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財
源
調
達
の
手
段
と
し
て
、
復
興
債
の
日
銀
引
受
発
行
が
提
案
さ
れ
た
。
ま
ず
、
衆
議
院
の
山
本
幸
三
議
員
は
、
平
成
二
三
年
三

月
一
七
日
、「
今
こ
そ
二
〇
兆
円
規
模
の
日
銀
引
き
受
け
に
よ
る
救
助
・
復
興
支
援
を
」
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
主
張
し
た
。
山
本
議

員
の
提
案
は
大
き
な
反
響
を
よ
び
、
多
く
の
国
会
議
員
は
こ
の
提
案
に
賛
成
し
た
。

平
成
二
三
年
六
月
一
六
日
、
党
派
を
超
え
た
国
会
議
員
で
構
成
さ
れ
る
「
増
税
に
よ
ら
な
い
復
興
財
源
を
求
め
る
会
」（
幹
事
長

山
本
議
員
）
が
声
明
文
を
発
表
し
た
。
声
明
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
大
震
災
か
ら
三
ヶ
月
を
過
ぎ
、
復
興
財
源
の
在
り
方
が
問
わ
れ
始
め
て
い
ま
す
。
増
税
で
賄
お
う
と
い
う
案
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
場
合
国
民
一
人
当
た
り
数
十
万
円
に
も
上
る
大
増
税
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
で
は
一
〇
年
以
上
も
デ
フ
レ
が
続
い
て
い

る
日
本
経
済
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
…
今
は
、
国
債
や
埋
蔵
金
な
ど
増
税
に
よ
ら
な
い
復
興
財
源
を
見
出
す
べ
き
で

す
。
…
よ
っ
て
我
々
は
、
ま
ず
第
一
歩
と
し
て
、
政
府
と
日
銀
の
間
で
政
策
協
定
（
ア
コ
ー
ド
）
を
締
結
し
、
必
要
な
財
源
調
達
と

し
て
政
府
が
発
行
す
る
震
災
国
債
を
日
銀
が
原
則
全
額
買
い
切
り
オ
ペ
す
る
よ
う
求
め
ま
す
」。

こ
の
声
明
決
議
文
は
超
党
派
の
国
会
議
員
二
一
一
名
が
署
名
し
た
。
ね
じ
れ
国
会
の
中
で
党
派
を
超
え
て
二
一
一
名
が
署
名
し
た

こ
と
、
与
党
の
民
主
党
が
署
名
の
過
半
を
占
め
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

学
問
の
世
界
で
も
、
復
興
債
の
日
銀
引
受
発
行
に
共
鳴
す
る
著
名
学
者
が
続
出
し
た
。
岩
田
規
久
男
『
経
済
復
興
』（
筑
摩
書
房

二
〇
一
一
年
五
月
）
は
、
復
興
債
の
日
銀
引
受
発
行
を
提
案
し
て
い
る
。

（
２
）
復
興
構
想
会
議
の
提
言

復
興
債
の
日
銀
引
受
発
行
を
明
確
に
否
定
し
た
の
は
、
復
興
構
想
会
議
の
提
言
で
あ
る
。
平
成
二
三
年
四
月
一
一
日
、
管
内
閣
が

「
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
」
を
設
置
し
た
。
議
長
は
五
百
旗
頭
真
・
防
衛
大
学
校
長
、
議
長
代
理
は
建
築
家
の
安
藤
忠
雄
氏
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と
御
厨
貴
・
東
大
教
授
、
特
別
顧
問
に
哲
学
者
の
梅
原
猛
氏
が
就
任
し
た
。
構
想
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
一
五
名
、
検
討
部
会
は
一
九

名
で
構
成
さ
れ
、
異
な
る
多
様
な
分
野
か
ら
復
興
青
写
真
を
作
成
す
る
に
相
応
し
い
メ
ン
バ
ー
が
選
出
さ
れ
た
。

復
興
構
想
会
議
は
、
平
成
二
三
年
六
月
二
五
日
、「
復
興
へ
の
提
言
〜
悲
惨
の
な
か
の
希
望
〜
」
を
公
表
し
た
。
提
言
の
中
で
、

復
興
の
た
め
の
財
源
確
保
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。

「
財
源
の
議
論
な
く
し
て
復
興
は
語
れ
な
い
し
、
復
興
の
姿
な
く
し
て
財
源
の
議
論
も
語
れ
な
い
。
未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し

た
今
回
の
震
災
か
ら
の
復
興
を
考
え
る
時
、
こ
の
考
え
が
基
本
と
な
る
。
…

わ
が
国
の
財
政
を
巡
る
状
況
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
当
時
よ
り
も
著
し
く
悪
化
し
、
社
会
保
障
支
出
の
増
加
等
に
よ
る
巨
額
の

債
務
も
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
に
負
の
遺
産
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
生
産
年
齢
人
口
は
今
後
一
〇
年
で
一
割
も

減
少
す
る
な
ど
大
幅
な
減
少
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
次
の
世
代
の
一
人
当
た
り
の
負
担
に
は
著
し
い
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
海

外
の
格
付
け
会
社
も
、
復
興
の
あ
り
方
と
わ
が
国
の
財
政
健
全
化
の
取
組
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
次
の
世
代
に
負
担
を
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
、
今
を

生
き
る
世
代
全
体
で
連
帯
し
、
負
担
の
分
か
ち
合
い
に
よ
り
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
復
興
支
援
策
の
具
体
化
に
あ

わ
せ
て
、
既
存
歳
出
の
見
直
し
な
ど
と
と
も
に
、
国
・
地
方
の
復
興
需
要
が
高
ま
る
間
の
臨
時
増
税
措
置
と
し
て
、
基
幹
税
を
中
心

に
多
角
的
な
検
討
を
す
み
や
か
に
行
い
、
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
先
行
す
る
需
要
を
賄
う
一
時
的
な

つ
な
ぎ
と
し
て
『
復
興
債
』
を
発
行
す
る
場
合
に
は
、
日
本
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
認
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
、
特
に
重
要
で
あ

る
」（
提
言
本
文
　
第
二
章
）。
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復
興
財
源
の
確
保
に
関
す
る
提
言
は
、
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
ま
ず
、
復
興
財
源
は
次
の
世
代
に
負
担
を
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
、

今
を
生
き
る
世
代
全
体
で
負
担
を
分
か
ち
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
強
調
し
て
い
る
。
復
興
財
源
は
既
存
歳
出
の
見
直
し
、
基
幹
税

を
中
心
と
す
る
臨
時
増
税
、
償
還
財
源
に
裏
付
け
ら
れ
た
復
興
債
の
三
つ
を
明
示
し
、
か
つ
、
復
興
財
源
を
限
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。三

つ
の
財
源
調
達
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
方
策
の
言
及
は
な
い
。
基
本
的
な
方
針
だ
け
を
明
示
し
、
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
は
、

政
府
の
決
定
に
委
ね
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
政
府
が
、
こ
の
『
提
言
』
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
誠
実
に
、
速
や
か
に
実
行
す

る
こ
と
を
強
く
求
め
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

復
興
構
想
会
議
の
提
言
は
、
広
く
世
論
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
日
本
経
済
新
聞
と
テ
レ
ビ
東
京
が
七
月
二
九
日
か
ら
三
一
日
に
実

施
し
た
世
論
調
査
で
は
、
復
興
財
源
を
臨
時
増
税
で
賄
う
こ
と
に
五
九
％
が
賛
成
し
、
反
対
の
三
二
％
を
大
幅
に
上
回
っ
た
（
12
）。

前
回

の
五
月
二
七
日
か
ら
二
九
日
に
実
施
し
た
世
論
調
査
で
は
、
増
税
に
反
対
が
四
六
％
と
賛
成
の
四
四
％
を
上
回
っ
て
い
た
（
13
）。

七
月
の

調
査
で
賛
成
が
反
対
を
大
幅
に
上
回
っ
た
の
は
、
構
想
会
議
の
提
言
に
国
民
が
共
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
復
興
財
源
は
臨
時
増
税
に
よ
っ
て
調
達
す
る
こ
と
に
な
り
、
復
興
債
は
臨
時
増
税
を
担
保
と
し
て
、
つ
な
ぎ
資
金
と

し
て
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
14
）。

復
興
債
の
特
徴
を
列
記
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
15
）。

①
　
復
興
債
の
発
行
は
つ
な
ぎ
資
金

・
発
行
期
間
　
平
成
二
三
年
度
か
ら
平
成
二
七
年
度
ま
で

・
復
興
財
源
は
復
興
特
別
税
の
収
入
等
を
確
保
し
、
復
興
債
は
こ
れ
ら
の
財
源
が
入
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
と
し
て
発
行

②
　
復
興
債
の
償
還
方
法
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・
平
成
四
九
年
ま
で
に
償
還

・
復
興
特
別
税
収
等
の
特
定
の
償
還
財
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
は
適
用
さ
れ
な
い

・
各
年
度
に
償
還
を
迎
え
る
復
興
債
の
う
ち
、
そ
の
年
度
に
償
還
財
源
と
し
て
繰
り
入
れ
ら
れ
る
復
興
特
別
税
収
や
政
府
保
有
株

式
の
売
却
益
等
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
現
金
償
還
。
そ
れ
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
借
換
債
を
発
行
。
現
金
償
還
と
借

換
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
平
成
四
九
年
度
ま
で
に
全
体
と
し
て
償
還
を
終
了

③
　
復
興
債
の
償
還
財
源

〈
税
外
収
入
〉

・
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
剰
余
金

復
興
債
の
償
還
財
源
と
し
て
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
繰
り
入
れ
（
平
成
二
四
年
度
か
ら
二
七
年
度
ま
で
）

・
政
府
保
有
株
式
の
売
却
益

〈
復
興
特
別
税
収
〉

・
復
興
特
別
所
得
税

平
成
二
五
年
一
月
か
ら
平
成
四
九
年
一
二
月
ま
で
の
時
限
措
置
と
し
て
、
二
・
一
％
の
付
加
税
が
創
設

・
復
興
特
別
法
人
税

平
成
二
四
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
ま
で
の
時
限
措
置
と
し
て
、
法
人
税
額
に
対
し
て
一
〇
％
の
付
加
税

（
３
）
復
興
債
発
行
か
ら
学
ぶ
も
の

復
興
債
の
日
銀
引
受
発
行
を
阻
止
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
日
銀
引
受
発
行
の
議
論
が
高
ま
る
中
で
財
政
規
律
を
維
持
で
き

（11）



た
の
は
、
ま
ず
、
復
興
構
想
会
議
の
明
確
な
青
写
真
と
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
国
債
発
行
は
租
税
収
入
の
先
取
り
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
負
担
を
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
、
今
の
世
代
が
負
担
を
分
か
ち
合
お
う
で
は
な
い
か
、
と
格
調
高
く
呼
び
か
け
て
い
る
。
提

言
は
多
く
の
人
の
琴
線
に
触
れ
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
。

説
得
力
の
あ
る
青
写
真
を
提
示
す
る
と
、
国
民
は
納
得
す
る
。
世
論
の
賛
成
が
あ
れ
ば
、
ね
じ
れ
国
会
で
あ
っ
て
も
、
財
政
規
律

を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
中
継
な
ど
に
よ
っ
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
悲
惨
な
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

更
に
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
多
く
の
人
が
様
々
の
提
案
を
全
国
に
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
復
興
債
発

行
か
ら
学
ぶ
も
の
、
そ
れ
は
明
確
な
青
写
真
と
説
得
力
の
あ
る
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
示
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
情
報
公
開
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
活
用
、
世
論
の
賛
成
で
あ
ろ
う
。

４
　
「
建
設
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
と
物
価
目
標
の
設
定
」

―
日
銀
信
用
の
膨
張
に
よ
る
デ
フ
レ
脱
却
論
―

（
１
）「
建
設
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
」
の
議
論

安
倍
自
民
党
総
裁
は
、
平
成
二
四
年
一
一
月
一
七
日
、
熊
本
市
の
講
演
で
「
建
設
国
債
を
日
銀
に
全
部
買
っ
て
も
ら
う
」
と
述
べ
、

国
債
の
日
銀
引
受
発
行
に
言
及
し
た
。

安
倍
発
言
は
民
主
党
や
公
明
党
の
反
発
を
招
い
た
の
で
、
そ
の
後
、
表
現
を
修
正
し
た
。「
安
倍
氏
は
二
一
日
の
記
者
会
見
で
自

ら
発
言
を
求
め
「
日
銀
が
建
設
国
債
を
『
買
い
オ
ペ
』
で
市
場
か
ら
買
っ
て
い
く
。
じ
か
に
買
っ
て
と
言
っ
て
は
い
な
い
」
と
説
明
。

「
直
接
引
き
受
け
は
財
政
法
に
抵
触
す
る
」
と
い
っ
た
批
判
の
火
消
し
に
努
め
た
」
（
16
）。「

自
民
党
の
安
倍
晋
三
総
裁
は
二
四
日
の
民
放

放
送
で
、
日
銀
に
建
設
国
債
の
引
受
け
を
求
め
る
と
し
た
自
ら
の
発
言
に
関
し
て
「
国
債
を
ど
う
買
っ
て
い
く
か
は
、
日
銀
が
独
立
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し
て
い
る
の
で
、
彼
ら
が
決
め
て
い
く
こ
と
だ
」
と
述
べ
、
こ
れ
ま
で
よ
り
慎
重
な
言
い
回
し
を
み
せ
た
」
（
17
）。

直
接
引
受
と
い
う
表
現
は
注
意
深
く
避
け
た
け
れ
ど
、
国
債
を
増
発
し
て
い
く
こ
と
、
国
債
消
化
は
日
銀
信
用
に
依
存
す
る
こ
と
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
ら
の
変
化
も
な
い
。
日
本
銀
行
は
現
在
、
新
規
国
債
発
行
額
に
相
当
す
る
国
債
を
買
上
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
長
期
国
債
買
い
オ
ペ
に
よ
っ
て
、
年
間
、
二
一
・
六
兆
円
の
国
債
を
買
入
れ
て
い
る
。
国
債
買
い
オ
ペ
は
量
的
緩
和
政
策

が
導
入
さ
れ
た
時
点
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
留
意
す
べ
き
は
、
平
成
一
四
年
一
月
一
七
日
か
ら
買
い
オ
ペ
対
象
銘
柄
の
国
債
が
、
事
実

上
、
新
規
発
行
国
債
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
従
来
ま
で
は
、
買
い
オ
ペ
対
象
の
国
債
は
「
発
行
後
一
年
以
上
経
過
し
た
国
債
」
に
限

定
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
限
定
が
緩
和
さ
れ
、「
発
行
年
限
別
の
直
近
発
行
二
銘
柄
を
除
い
た
分
」
に
変
更
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
直
近
発
行
二
銘
柄
を
除
け
ば
新
規
発
行
の
国
債
も
買
い
オ
ペ
の
対
象
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
18
）。

次
に
、
資
産
買
入
基
金
に
よ
る
国
債
買
入
で
あ
る
。
平
成
二
四
年
一
〇
月
の
買
入
基
金
増
額
に
よ
っ
て
、
来
年
末
に
向
け
て
、
長

期
国
債
を
一
七
・
四
兆
円
、
短
期
国
債
を
一
二
・
一
兆
円
買
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
基
金
に
よ
る
長
期
国
債
の
対
象
は
、
国

債
買
い
オ
ペ
と
は
異
な
り
、
残
存
期
間
一
〜
三
年
未
満
の
国
債
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
基

金
の
国
債
買
入
に
は
「
銀
行
券
ル
ー
ル
」
が
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
国
債
の
貨
幣
化
を
防
ぐ
た
め
、
長
期
国
債
の
買

い
オ
ペ
額
は
銀
行
券
発
行
高
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ル
ー
ル
は
基
金
に
は
適

用
さ
れ
な
い
。
こ
の
結
果
、
平
成
二
四
年
八
月
か
ら
、「
銀
行
券
ル
ー
ル
」
は
破
ら
れ
た
。
長
期
国
債
の
買
い
オ
ペ
額
と
基
金
の
長

期
国
債
買
入
額
は
、
銀
行
券
発
行
額
を
上
回
り
、
一
〇
月
に
は
銀
行
券
発
行
高
を
四
・
八
兆
円
上
回
っ
て
い
る
（
19
）。

日
銀
が
危
機
感
を

持
つ
の
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。

安
倍
発
言
は
日
銀
引
受
と
い
う
言
葉
を
回
避
し
た
が
、
現
実
に
は
、
国
債
は
日
銀
信
用
の
膨
張
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
で

は
、
安
倍
発
言
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
安
倍
発
言
で
は
、
単
に
国
債
と
は
言
わ
ず
、「
建
設
国
債
の
発
行
」
と
強
調
し
て
い

（13）



る
。
つ
ま
り
、
公
共
事
業
を
拡
大
す
る
た
め
の
資
金
を
国
債
発
行
に
よ
っ
て
調
達
す
る
、
こ
の
点
に
発
言
の
意
図
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。国

債
増
発
に
よ
る
公
共
事
業
の
拡
大
は
日
本
の
財
政
と
経
済
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
る
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
〇

年
度
か
ら
始
ま
っ
た
小
渕
内
閣
の
経
験
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
悪
し
き
ケ
イ
ン
ズ
主
義
が
、
今
日
の
財
政
危
機
を
招
い
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
思
う
。

（
２
）「
明
確
な
物
価
目
標
の
設
定
」
と
大
胆
な
金
融
緩
和
政
策

国
債
日
銀
引
受
発
行
は
デ
フ
レ
対
策
と
し
て
登
場
し
て
き
た
が
、
も
う
一
つ
の
デ
フ
レ
対
策
は
「
明
確
な
物
価
目
標
の
設
定
」
で

あ
る
。

自
民
党
の
衆
院
選
公
約
を
み
る
と
、「
明
確
な
物
価
目
標
（
二
％
）
を
設
定
、
そ
の
達
成
に
向
け
、
日
銀
法
改
正
も
視
野
に
政

府
・
日
銀
の
連
携
強
化
の
仕
組
み
を
作
り
、
大
胆
な
金
融
政
策
を
行
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
20
）。

物
価
目
標
に
つ
い
て
は
、
公
明
党
も

「
目
標
年
次
を
定
め
て
一
〜
二
％
程
度
の
物
価
水
準
を
達
成
す
る
こ
と
を
要
求
」
と
な
っ
て
い
る
。

政
府
と
日
銀
の
政
策
協
定
に
つ
い
て
は
自
民
党
だ
け
で
な
く
、
日
本
維
新
の
会
は
「
政
府
と
日
銀
の
間
で
物
価
安
定
目
標
等
に
関

す
る
政
策
協
定
（
ア
コ
ー
ド
）
を
締
結
」、
み
ん
な
の
党
は
「
政
府
・
日
銀
間
で
日
銀
の
目
標
と
責
務
を
定
め
た
協
定
を
締
結
」
と

ア
コ
ー
ド
を
要
求
し
て
い
る
（
21
）。

物
価
目
標
に
関
す
る
選
挙
公
約
を
み
る
と
、
自
民
党
の
公
約
が
一
番
ラ
ジ
カ
ル
で
、
物
価
目
標
を
二
％
と
明
示
し
、
目
標
達
成
の

た
め
無
制
限
に
金
融
緩
和
を
行
い
、
目
標
を
達
成
で
き
な
け
れ
ば
日
銀
法
を
改
正
す
る
、
と
い
う
論
理
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

日
銀
の
物
価
目
標
は
一
％
で
、
こ
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
基
金
増
額
な
ど
金
融
緩
和
政
策
を
相
次
い
で
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
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こ
の
目
標
を
二
％
と
す
れ
ば
、
更
な
る
大
胆
な
金
融
緩
和
政
策
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
物
価
目
標
の
引
上
は
金
利
上
昇
に
連
動

す
る
こ
と
が
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。

（
３
）
懸
念
さ
れ
る
国
債
市
場
へ
の
影
響

建
設
国
債
の
増
発
と
物
価
目
標
の
引
上
げ
、
こ
の
デ
フ
レ
対
策
は
日
本
の
国
債
市
場
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
か
。

建
設
国
債
の
増
発
に
つ
い
て
は
、
償
還
財
源
の
裏
付
け
の
な
い
議
論
で
あ
り
、
日
銀
信
用
に
依
存
し
た
国
債
増
発
で
あ
る
。
日
本

の
国
債
市
場
の
現
実
を
み
る
時
、
建
設
国
債
の
増
発
は
日
本
国
債
に
対
す
る
信
認
の
低
下
と
な
る
だ
ろ
う
。
一
一
月
一
七
日
の
安
倍

発
言
に
対
し
て
、
国
債
市
場
は
敏
感
に
反
応
し
た
。
一
一
月
一
九
日
の
国
債
市
場
の
動
き
に
つ
い
て
、
日
本
経
済
新
聞
は
次
の
よ
う

に
報
じ
て
い
る
。

「
一
九
日
の
債
券
市
場
で
は
、
長
期
国
債
先
物
が
三
営
業
日
ぶ
り
に
反
落
。
…
債
券
市
場
関
係
者
の
間
で
は
、
安
倍
発
言
が
金
利

上
昇
の
引
き
金
に
な
り
か
ね
な
い
リ
ス
ク
に
な
る
と
映
る
。
安
倍
総
裁
は
一
七
日
、
熊
本
市
で
の
講
演
で
、「
建
設
国
債
を
で
き
れ

ば
日
銀
に
全
部
買
っ
て
も
ら
う
。
新
し
い
マ
ネ
ー
が
強
制
的
に
市
場
に
出
て
い
く
」
と
述
べ
、
日
銀
が
建
設
国
債
を
全
額
引
受
け
る

こ
と
に
言
及
し
た
。「
国
債
の
信
認
を
低
下
さ
せ
る
と
分
か
っ
て
い
て
発
言
し
た
の
か
」
な
ど
、
過
熱
す
る
安
倍
発
言
に
急
速
に
市

場
の
不
信
感
が
強
ま
っ
て
い
る
」。

日
本
の
財
政
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
で
最
悪
で
あ
っ
て
も
、
日
本
国
債
は
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
の
国
債
と
同
じ
く
、
世
界
で
一
番
、

安
定
し
て
い
る
。
国
債
相
場
が
安
定
し
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
頼
、
す
な
わ
ち
、
日
本
は
財
政
健
全
化

の
道
が
残
さ
れ
て
い
る
、
と
市
場
が
信
頼
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
信
頼
が
揺
る
げ
ば
、
南
欧
諸
国
の
国
債
の
よ
う
に
、
一
夜

に
し
て
国
債
相
場
は
不
安
定
に
な
る
。
市
場
の
信
頼
を
失
う
こ
と
、
こ
の
点
が
最
大
の
懸
念
で
あ
る
。
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物
価
目
標
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
物
価
目
標
を
現
在
の
一
％
か
ら
二
％
に
引
き
上
げ
る
、
ま
た
、
イ
ン
フ
レ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
設
定

す
れ
ば
、
長
期
金
利
に
波
及
す
る
こ
と
が
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
長
期
金
利
に
波
及
し
て
国
債
金
利
が
上
昇
に
転
じ
た
場
合
、
日
本

の
国
債
市
場
は
重
大
な
危
機
に
直
面
す
る
。
と
い
う
の
は
、
日
本
の
長
期
金
利
は
過
去
一
〇
年
以
上
低
下
を
続
け
、
そ
の
結
果
、
既

発
国
債
は
全
て
低
利
国
債
で
あ
り
、
低
利
国
債
の
発
行
が
積
み
上
が
っ
て
い
る
。
高
利
回
り
の
国
債
と
低
利
回
り
の
国
債
と
で
は
、

金
利
が
上
昇
し
た
場
合
、
国
債
評
価
損
の
大
き
さ
は
全
く
異
な
る
。
低
金
利
の
国
債
ほ
ど
、
金
利
が
上
昇
し
た
場
合
の
評
価
損
は
巨

額
と
な
る
。
日
本
の
国
債
相
場
は
、
金
利
変
動
に
対
し
て
、
極
め
て
脆
弱
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
物
価
目
標
の
引
上
や
、

イ
ン
フ
レ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
設
定
は
、
国
債
相
場
に
と
っ
て
は
劇
薬
で
し
か
な
い
。
こ
の
点
に
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

金
融
緩
和
政
策
に
よ
る
デ
フ
レ
脱
却
策
は
、
政
府
の
責
任
に
免
罪
符
を
与
え
、
日
銀
に
責
任
を
転
嫁
す
る
政
策
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
貨
幣
数
量
式
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
物
価
水
準
は
貨
幣
の
量
と
貨
幣
の
流
通
速
度
で
決
定
さ
れ
る
。
貨
幣
の
供
給
量
は

日
銀
に
責
任
が
あ
り
、
貨
幣
の
流
通
速
度
を
高
め
る
責
任
は
政
府
に
あ
る
。
流
通
速
度
を
高
め
る
に
は
、
規
制
改
革
や
構
造
改
革
が

必
要
で
あ
り
、
と
て
も
時
間
を
要
す
る
地
道
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
貨
幣
量
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二
〇
年
間
、
日
銀
は
世

界
に
先
駆
け
て
新
た
な
金
融
緩
和
政
策
を
打
ち
出
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
当
面
す
る
デ
フ
レ
脱
却
の
課
題
は
、
流
通
速
度
引
上
げ
の

課
題
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
フ
レ
脱
却
の
た
め
更
な
る
金
融
緩
和
政
策
を
求
め
る
こ
と
は
、
政
府
の
責
任
逃
れ
と
言
わ
れ

て
も
致
し
方
あ
る
ま
い
。

５
　
な
ぜ
同
じ
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
る
か

（
１
）
高
橋
財
政
が
成
功
し
た
理
由

そ
れ
に
し
て
も
過
去
三
〇
年
間
、
な
ぜ
同
じ
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
議
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
高
橋
財
政
の
成

（16）



功
で
あ
る
。
高
橋
蔵
相
は
昭
和
七
年
一
一
月
、
世
界
で
類
を
見
な
い
国
債
の
日
銀
引
受
発
行
を
創
意
工
夫
し
た
。
金
解
禁
後
の
デ
フ

レ
に
苦
し
ん
で
い
た
日
本
経
済
は
、
国
債
日
銀
引
受
発
行
に
よ
る
高
橋
財
政
に
よ
っ
て
デ
フ
レ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
ぜ
高
橋
財
政
は
成
功
し
た
の
か
。
成
功
の
秘
密
は
、
当
時
の
歴
史
的
条
件
に
あ
る
。
金
解
禁
後
の
金
融
界
は
「
高
金
利
」
と

「
金
融
逼
迫
」
で
苦
吟
し
て
い
た
。
国
債
を
発
行
し
よ
う
に
も
、
公
募
で
発
行
す
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
金
融
市
場
か
ら
資
金
を
吸
収
す

る
こ
と
に
な
る
。
金
融
機
関
に
は
、
当
時
、
国
債
消
化
資
金
が
欠
乏
し
、
国
債
の
発
行
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
高
橋
蔵
相
は
「
金
融
緩
和
」、「
金
利
低
下
」、「
国
債
発
行
」
の
三
つ
の
課
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
国
債
の
日
銀

引
受
発
行
を
創
意
工
夫
し
た
。
日
銀
引
受
で
あ
れ
ば
、
金
融
機
関
に
国
債
引
受
資
金
が
無
く
と
も
国
債
発
行
は
可
能
で
あ
る
。
国
債

を
日
銀
で
引
受
け
、
そ
の
資
金
を
政
府
が
財
政
支
出
と
し
て
市
中
に
散
布
す
れ
ば
、
市
中
の
資
金
は
潤
沢
と
な
る
。
日
銀
が
低
利
の

国
債
を
引
受
け
れ
ば
、
国
債
金
利
は
基
軸
金
利
だ
か
ら
市
中
金
利
を
低
利
に
誘
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
銀
引
受
発
行
は
、
当
時

に
お
い
て
は
、
国
債
発
行
を
容
易
に
し
、
金
融
緩
和
と
な
り
、
金
利
を
低
利
に
誘
導
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
。
政
府
が
財
政
資
金

を
市
中
に
散
布
し
、
資
金
が
十
分
に
行
き
渡
っ
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
、
日
銀
が
買
い
オ
ペ
を
行
え
ば
、
日
銀
引
受
発
行
で
あ
っ
て
も
、

市
中
公
募
と
同
じ
で
あ
る
（
22
）。

従
っ
て
、
当
時
の
日
銀
副
総
裁
の
深
井
英
五
は
自
叙
伝
『
回
顧
七
〇
年
』
の
中
で
、
日
銀
引
受
発
行
は

「
一
石
三
鳥
の
妙
手
」
と
述
べ
て
い
る
（
23
）。

高
橋
蔵
相
は
、
当
初
か
ら
国
債
日
銀
引
受
発
行
が
「
一
時
の
便
法
」、「
窮
余
の
一
策
」
だ
と
考
え
て
い
た
。
国
債
の
買
い
オ
ペ
が

行
き
詰
っ
た
時
、
国
債
発
行
額
を
削
減
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
決
意
し
、
昭
和
九
年
お
よ
び
一
〇
年
度
の
予
算
編
成
で
国
債
発
行
額
を

削
減
し
、
軍
事
費
の
支
出
を
圧
縮
し
た
。
こ
れ
が
、
二
・
二
六
事
件
の
悲
劇
を
招
く
原
因
と
な
っ
た
。
高
橋
蔵
相
は
財
政
規
律
を
死

守
し
た
最
後
の
守
護
神
で
あ
る
。
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（
２
）
歴
史
か
ら
学
ぶ

高
橋
財
政
の
時
代
と
今
日
と
で
は
、
歴
史
的
条
件
が
全
く
異
な
る
。
高
橋
財
政
期
は
「
金
融
逼
迫
」、「
高
金
利
」
で
あ
っ
た
。
現

在
は
超
金
融
緩
和
で
あ
り
、
金
利
は
歴
史
的
な
低
金
利
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
金
融
緩
和
と
低
金
利
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、

今
日
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

国
債
日
銀
引
受
発
行
を
議
論
す
る
場
合
、
こ
う
し
た
歴
史
的
条
件
の
違
い
を
十
分
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
昭
和
五
〇
年
代
に
国
債

発
行
が
困
難
に
な
っ
た
時
、
昭
和
六
〇
年
に
国
債
償
還
の
た
め
短
期
国
債
発
行
が
必
要
に
な
っ
た
時
、
歴
史
の
教
訓
が
生
き
て
い
た
。

復
興
債
発
行
の
際
に
は
、
今
を
生
き
る
現
世
代
が
負
担
を
分
か
ち
合
う
、
次
の
世
代
に
負
担
を
先
送
り
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
生
ま
れ
た
。

日
本
の
国
債
市
場
は
、
金
利
変
動
に
脆
弱
な
構
造
で
あ
り
、
財
政
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
事
態
を
直
視
し
、
歴
史
か
ら
謙

虚
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

注（
１
）

日
本
経
済
新
聞
　
平
成
二
四
年
一
一
月
二
〇
日

（
２
）

朝
日
新
聞
　
平
成
二
四
年
一
一
月
二
〇
日

（
３
）

日
本
経
済
新
聞
　
平
成
二
四
年
一
一
月
二
一
日

日
銀
総
裁
「
デ
フ
レ
脱
却
の
道
筋
―
名
古
屋
で
の
経
済
界
代
表
者
と
の
懇
談
に
お
け
る
挨
拶
」
平
成
二
四
年
一
一
月
二
六
日

（
４
）

毎
日
新
聞
　
昭
和
五
六
年
九
月
六
日

（
５
）

国
債
発
行
シ
ス
テ
ム
の
破
綻
、
休
債
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
破
綻
し
た
国
債
管
理
シ
ス
テ
ム
」『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
昭
和
五
六
年
一
一
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月
三
日
号
、
拙
稿
「
休
債
は
何
を
意
味
す
る
か
」『
証
券
研
究
』
八
〇
号
、
昭
和
六
二
年
二
月
を
参
照

（
６
）

大
蔵
省
理
財
局
「
国
債
問
題
研
究
会
」
秘
密
議
事
録
『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
昭
和
五
八
年
六
月
二
一
日
　
三
一
頁

（
７
）

毎
日
新
聞
　
昭
和
五
九
年
二
月
一
九
日

（
８
）

朝
日
新
聞
　
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
二
日

（
９
）

毎
日
新
聞
　
昭
和
五
九
年
一
一
月
一
七
日

（
10
）

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
「
復
興
へ
の
提
言
」
平
成
二
三
年
六
月
二
五
日
　
一
頁
参
照

（
11
）

内
閣
府
推
定
　
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
公
表
資
料

（
12
）

日
本
経
済
新
聞
　
平
成
二
三
年
八
月
一
日

（
13
）

日
本
経
済
新
聞
　
平
成
二
三
年
五
月
三
〇
日

（
14
）

復
興
債
の
財
源
調
達
に
関
す
る
多
く
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
復
興
債
の
政
治
経
済
学
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』
一
六
六
七
号
　
平
成
二

三
年
八
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）

財
務
省
理
財
局
「
債
務
管
理
リ
ポ
ー
ト
　
国
の
債
務
管
理
と
公
的
債
務
の
現
状
　
二
〇
一
二
」
八
、
三
五
、
五
九
、
六
一
、
九
二
、
一
二

四
、
一
四
七
の
各
頁
を
参
照

（
16
）

日
本
経
済
新
聞
　
平
成
二
四
年
一
一
月
二
二
日

（
17
）

毎
日
新
聞
　
平
成
二
四
年
一
一
月
二
四
日

（
18
）

こ
の
点
に
関
し
て
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
拡
大
す
る
日
本
国
債
市
場
の
危
機
」『
証
券
経
済
研
究
』
四
一
号
（
平
成
一
五
年
三
月
）、『
日
経

金
融
新
聞
』
平
成
一
四
年
一
月
一
七
日
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）

日
本
銀
行
「
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
と
日
本
銀
行
の
取
引
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）」
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（
20
）

日
本
経
済
新
聞
　
平
成
二
四
年
一
二
月
三
日

（
21
）

日
本
経
済
新
聞
　
平
成
二
四
年
一
二
月
三
日

（
22
）

深
井
英
五
『
金
本
位
制
離
脱
後
の
通
貨
政
策
』『
日
本
金
融
史
資
料
』
昭
和
編
　
第
二
〇
巻
所
収
　
六
四
四
〜
六
四
五
頁

（
23
）

深
井
英
五
『
回
顧
七
〇
年
』『
日
本
金
融
史
資
料
』
昭
和
編
　
第
二
〇
巻
所
収
　
六
七
七
〜
六
七
八
頁

（
な
か
じ
ま
　
ま
さ
た
か
・
特
別
嘱
託
研
究
員
）

（20）


